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平　和　通�

松山市総合�
福祉センター�

松山若草�
合同庁舎�

Ｎ�

堀の内� 国立病院�
四国がんセンター�

チサン�
ホテル�

ＪＲ松山駅から徒歩15分�

国
道
一
九
六
号
線�

本
町
三
丁
目�

松山税務署�松山税務署�松山税務署�

年
金

福
祉

税

新
成
人
の
皆
さ
ん
、

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を

し
ま
し
ょ
う
！

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
持
っ

て
運
営
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

日
本
国
内
に
住
む
２０
歳
か
ら
６０

歳
ま
で
の
人
が
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
自
営
業
者
や
学

生
な
ど
は
第
１
号
被
保
険
者
に
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
は
厚
生

年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
す
る
と

同
時
に
第
２
号
被
保
険
者
に
、
第

２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
は
第
３
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。

国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、

老
後
の
収
入
を
約
束
し
て
く
れ
る

唯
一
の
年
金
制
度
で
す
。
年
金
額

は
物
価
に
よ
っ
て
ス
ラ
イ
ド
し
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
支
給
さ
れ
る
の

で
安
心
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
国
民
年
金
に
す
べ
て
の
人
が

加
入
す
る
社
会
保
険
方
式
を
と
り
、

働
く
世
代
の
保
険
料
で
高
齢
世
代

の
年
金
を
賄
う
仕
組
み
を
と
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
年
金
を

支
払
う
費
用
の
一
部
は
国
が
負
担

し
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保

障
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
け
が
で

障
害
が
残
っ
た
り
、
一
家
の
支
え

手
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
も
、

年
金
を
支
給
（
支
給
要
件
が
あ
り

ま
す
。）
し
、
思
い
が
け
な
い
人
生

の
「
万
一
」
も
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

加
入
の
手
続
き
は
、
第
１
号
被

保
険
者
は
役
場
で
、
第
３
号
被
保

険
者
は
配
偶
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。
第
２
号
被
保
険

者
は
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
加
入

手
続
き
に
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
の

で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

２０
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、

将
来
の
生
活
保
障
の
確
保
の
た
め

に
も
保
険
料
の
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
年
金
係

�
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１
０
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金
婚
者
の
お
祝
い
に
つ
い
て

松
前
町
で
は
、
金
婚
式
を
迎
え

ら
れ
る
ご
夫
婦
へ
の
お
祝
い
を
、

毎
年
４
月
に
行
わ
れ
る
各
校
区
の

老
人
ク
ラ
ブ
総
会
に
あ
わ
せ
て
行
っ

て
い
ま
す
。

結
婚
５０
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
ご

夫
婦
は
、
各
校
区
の
老
人
ク
ラ
ブ

会
長
さ
ん
又
は
福
祉
課
高
齢
者
福

祉
係
ま
で
申
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
該
当
者
は
、
町
内
在
住
で
結
婚

５０
年
目
の
ご
夫
婦
で
す
。

（
昭
和
３０
年
中
に
ご
結
婚
さ
れ

た
ご
夫
婦
）

松
前
校
区
会
長

合
田
則
康
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北
伊
予
校
区
会
長

松
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役
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福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
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還
付
を
受
け
る
確
定
申
告
は

１
月
か
ら
で
き
ま
す
。

お
早
め
に
！

平
成
１６
年
分
の
所
得
税
の
払
戻

し
を
受
け
る
還
付
申
告
に
つ
い
て

は
、
平
成
１７
年
１
月
か
ら
松
山
税

務
署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
還

付
申
告
は
、
早
め
に
済
ま
せ
る
と

早
く
税
金
の
還
付
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
２
月
１６
日（
水
）か
ら
の
確
定

申
告
期
間
中
は
大
変
混
雑
し
ま
す

の
で
、還
付
申
告
の
方
は
、必
要
書

類
が
整
い
次
第
早
め
に
申
告
さ
れ

る
こ
と
を
ぜ
ひ
お
す
す
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

松
山
税
務
署
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愛媛県が運営する「愛媛ボランティアネット」がリニューア
ルオープンしました。
松前町のボランティア相談窓口も紹介されていますので、ボ

ランティアに興味のある方はぜひ、ホームページをのぞいてみ
てください。
【愛媛ボランティアネット http : //nv.pref.ehime.jp】

問い合わせ 松前町ボランティアセンター �９８５－３２００

Information

１月の納税
町 県 民 税 第４期
国民健康保険税 第７期

口座振替日は
銀行・信 金 １月２５日（火）
農協・郵便局 １月２７日（木）

※納税は便利な口座振替で
～ 町づくり 自分も税で 参加する ～
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